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「分娩を取り扱う助産所の安全対策について」 

 

公益社団法人日本助産師会（以下、当会）会員が開設する助産所では、妊婦さまへの説

明会や、初回面談時などに、分娩を取り扱う助産所の安全対策について十分な説明を行う

ようにしています。なお、助産所の安全対策について、ご不明な点などがございました

ら、お住まいの都道府県助産師会もしくは当会にご相談ください。都道府県助産師会の問

い合わせ先は、当会のホームページに掲載されております。 

 

説明会や初回面接では、助産所の安全対策について以下の説明をするようにしています。 

 

1.助産所は「助産業務ガイドライン１）」を業務指針としていること 

当会の分娩を取り扱う助産所を開業または助産所に勤務している会員は、助産所業務に

あたり、当会が作成した「助産業務ガイドライン」を業務指針としています。助産業務ガ

イドラインは公開しております。また、妊婦様とそのご家族に対して、助産師の業務範

囲、嘱託医療機関に受診する必要性と受診回数など、妊娠・出産の医療安全にかかわるこ

とを書面にて説明するようにしています。分娩予約確定時には双方が、医療安全について

確認しあった事項をまとめた同意書を頂くようにしています。 

 

２．「助産所賠償責任保険」に加入していること 

助産所賠償責任保険は、当会が保険者となる団体保険制度になっており、加入できるの

は当会会員のみとなっています。日本における助産所の賠償責任保険は、当会が保険者と

なっている「助産所賠償責任保険」のみです。 

 

３．「産科医療補償制度」に加入していること 

当会会員の助産所は産科医療補償制度に加入しています。産科医療補償制度とは「分娩

に関連して発症した重度脳性麻痺のお子様とその家族の経済的負担を速やかに補償すると

ともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い産科医療の質の向上を図ること」を目的にしたも

ので、全国のほとんどの分娩機関が加入しています。 

 

 



 

当会は、助産所の安全評価の実施や、全国の助産所分娩のデータを収集することなどを

通して、助産所の安全管理状態を確認しています。そして、助産所の安全管理に課題を発

見した場合は、都道府県助産師会または当会が、改善のための助言・指導を実施しており

ます。また、日頃から嘱託医療機関、医療連携機関等との協議の場を設け、助産所がより

安全に業務できるよう努めております。 

 さらに当会会員の助産所の助産師は、周産期医療についての情報のアップデートや新生

児蘇生法（NCPR）、母体救命のシミュレーション訓練等、助産ケアの質の向上のために

日々研鑽を重ねております。 

 

【参考】 

1）助産業務ガイドライン 2019   https://www.midwife.or.jp/about/guide-line.html 
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